
振込手数料変更操作要否確認フロー 

① 先方負担手数料[振込振替]の変更

② 先方負担手数料[総合振込]の変更  を開く

※上記①②の変更については、それぞれご利用のお客さまに限ります。

ご利用でない場合は確認・変更の必要はございません。

法人ＩＢにログイン 

「管理」を開く 

「企業管理」を開く 

項目「基準手数料」を確認 

「使用しない」 「使用する」 

変更不要です 変更が必要です 

終  了 「法人ＩＢ先方負担手数料変更方法」を参照の 

うえ、１０月１日以降を振込指定日とする振込操

作の前に必ず変更操作をお願いいたします。 



法人ＩＢ先方負担手数料変更方法 

１． 法人インターネットバンキングにログインし、「管理」をクリックします。 

●操作はマスタユーザーまたは管理者ユーザーが実施してください。（一般ユーザーに

は、手数料の設定操作権限がありません。） ※担当者ごとの設定は不要です。

２．業務選択メニューで「企業管理」をクリックします。 

３．作業内容選択メニューで手数料情報欄の「先方負担手数料」の変更をクリックします。 

●ご契約サービスにより、「振込振替」時の手数料・「総合振込」時の手数料設定画面が

ございます。

「振込振替」の先方負担手数料の変更 

「総合振込」の先方負担手数料の変更 



法人ＩＢ先方負担手数料変更方法 

 

４．先方負担手数料変更画面で「振込振替」・「総合振込」手数料額の確認・変更を行います。 

●ご契約サービスにより、いずれか一方、または両方の手数料変更を行ってください。 

   ※先方負担手数料を利用されない場合は変更不要です。 

（１）基準手数料が「使用する」になっている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目「基準手数料」を確認します 

「使用する」になっている場合 

※画面は「振込振替」の先方負担手数料の画面です。 

（注意） 

表示されている手数料について消費税改定後の金額を表示されたい場合は、 

１０月１日以降に「基準手数料読込」の「読込」ボタンをクリックしてください。 

※基準手数料を「使用する」にしている場合は、表示の手数料金額にかかわらず、 

１０月１日以降の指定日とする振込は改定後の新手数料を適用します。 

●変更不要です 
「戻る」ボタンで前画面に戻ってください。 
※振込指定日を１０月１日以降に指定すると 
自動的に新手数料を適用します。 

 



法人ＩＢ先方負担手数料変更方法 

 

（２）基準手数料が「使用しない」になっている場合 

 

※画面は「総合振込」の先方負担手数料の画面です。 

項目「基準手数料」を確認します 

「使用しない」になっている場合 

●必ず変更操作が必要です 

（ご注意） 

上記の「個別に登録した手数料」を使用される場合、手数料を変更されますと、変更後 

のすべての振込取引に「変更後の手数料金額」が適用されます。 

必ず、令和元年９月３０日以前の振込依頼がすべて完了していることを確認し、１０月 

１日振込指定日以降の振込依頼を行う前に新手数料への変更作業を行ってください。 

（手順１） 

１０月１日以降に適用させたい先方負担手数料（お客さまが任意に設定する 

手数料）を入力します。（自動的に新手数料に変更されません） 

※ここで、入力された金額が先方負担手数料として差し引かれ、振込金額が 

確定します。（確定した金額に従って基準の手数料が確定します） 

（手順２） 
「変更」ボタンをクリックします。 


